
筑西市スポーツ少年団補助金等交付規則 

 

 

（目的） 

第１条 この規則は、補助金等に係る予算の適正な執行を図り、その使用の効果を期するた

め、補助金等交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めるものとする。 

（補助金の種類） 

第２条 補助金は次に掲げる事項のものとする。 

（１）筑西市スポーツ少年団運営補助金 

（２）筑西市スポーツ少年団大会補助金 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けようとするスポーツ少年団及び大会事業者は、次に掲げる事

項に該当するものとする。 

（１）茨城県スポーツ少年団に登録している、筑西市スポーツ少年団 

（２）筑西市スポーツ少年団役員会にて、適当と承認された単位団または大会事業 

（補助金の額） 

第４条 筑西市スポーツ少年団の予算の範囲内にて一律に交付する。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、以下のとおりに本部長に申請しなければな

らない。 

（１）第２条１項の交付を受けようとする者は、運営補助金申請書（様式 1-1）を提出

しなければならない。 

（２）第２条２項の交付を受けようとする者は、事業を実施しようとする日の１月前

までに、大会補助金交付申請書（様式 2-1）を提出しなければならない。 

（事業報告） 

第６条 補助金の交付を受けた者は、以下のとおり本部長に実績報告をしなければならな

い。 

（１）第２条１項の交付を受けた者は、運営補助金実績報告書（様式 1-2）を提出しな

ければならない。 

（２）第２条２項の交付を受けた者は、事業終了後３０日以内に大会運営補助金実績

報告書（様式 2-2）を提出しなければならない。 

（交付の制限） 

第７条 補助金の交付は、単位団および大会につき、１年度中１回とする。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年 ５月１４日より施行する。 

 



様式1-1

筑西市スポーツ少年団

本部長 様

（代表者）団名

氏名 ㊞

記

補助金等交付（予定）額 円

平成 年 月 日

平成　　年度　筑西市スポーツ少年団運営補助金交付申請書

　補助金の交付を受けたいので、筑西市スポーツ少年団補助金等交付規則第５条１
項の規則により、次のとおり申請いたします。なお、補助金の受領につきまして、
専門委員に一任いたします。



様式1-2

筑西市スポーツ少年団

本部長 様

（代表者）団名

氏名 ㊞

記

１．補助金等交付額 円

２．関係書類 ①｢平成　　年度事業報告｣　　　　

②｢平成　　年度決算報告」

平成　　年度　筑西市スポーツ少年団運営補助金実績報告書

　筑西市スポーツ少年団運営補助金について、筑西市スポーツ少年団補助金等交
付規則第６条１項の規則により、次のとおり関係書類を添えて報告いたします。

平成 年 月 日



様式2-1

筑西市スポーツ少年団

本部長 様

（代表者）団名

氏名 ㊞

電話番号

記

１．事業等の名称

２．事業等の責任者

円

４．関係書類 （１）

（２）

（３）

３．補助金等交付（予定）額

平成　　年度　筑西市スポーツ少年団大会補助金交付申請書

　補助金の交付を受けたいので、筑西市スポーツ少年団補助金等交付規則第５条２
項の規則により、次のとおり申請いたします。

平成 年 月 日

そ の 他

大 会 要 項 等

大 会 予 算 書



様式2-2

筑西市スポーツ少年団

本部長 様

（代表者）団名

氏名 ㊞

電話番号

記

１．事業等の名称

２．事業等の責任者

円

４．関係書類 （１）　大会要項等

（２）　大会結果表

（３）　大会決算書

（４）　領収書等

３．補助金等交付額

平成　　年度　筑西市スポーツ少年団大会補助金実績報告書

　平成　　年　　年　　日付けで交付のあった筑西市スポーツ少年団補助金につい
て、筑西市スポーツ少年団補助金等交付規則第６条２項の規則により、次のとおり
報告いたします。

平成 年 月 日


